
市議会報告    無所属 奥野倫子 

 

予算や決算の審議において、学校図書館司書、夏休みの子供の昼食支援、不登

校問題・・・等々、様々な質問をしていますが、求める方向性については、共産

党とほぼ重なりますので、差別化できるテーマを選び、報告させて頂きます。 

 

3 月議会   

第四幼稚園の存続を！求めて質問 

第四幼稚園の園児のお母さんたちから、「第 4 幼稚園を統廃合の対象としない

で欲しい」というメールが届いた事に基づき、請願の提出をお勧めした。たたき

台として案文もお渡しして、内容を一緒に作り上げた。 

「印刷機をお貸しするので、署名も集めてはどうですか？」とお勧めし、そこ

から、毎日どこかの駅で、子ども連れたお母さんたちの署名活動が始まった。 

私自身も、議会直前に駆けずり回って、1000 筆近く署名を集めたが、心ある

市民の協力の輪が広がった。 

高幡保育園の民間委託反対の署名以来、１5 年ぶりに、一万筆を超える署名が

集まったにもかかわらず、議会では否決されてしまった。 

第 4 幼稚園の保護者が廃止反対に立ち上がったのはなぜかと言えば、発達障

害や病弱などの理由で民間幼稚園に断られた子を救ったのが、公立幼稚園だっ

たから。 

保護者の中には、「跡地にエールの分園や子ども家庭支援センターが来てくれ

れば良い」というご意見もあったが、私の下にご依頼のあったお母さんの望み通

り、一般質問においては、「公立幼稚園として、何としても残せ！」と主張。 

同時に、令和 5 年度の入園希望が 5 人に減ってしまった事を問題視し、「教育

委員会には、子どもが育ちあうための適正規模を確保する責任がある。その責任

を果たせ！」と追求した結果、教委は、公立幼稚園の存在意義や重要性を謳った

上で、公立幼稚園への入園を募集する囲み記事を、広報に掲載した。 

日野市は、保育園と同様に幼稚園についても、公立の数は減らしつつも、適正

規模は残したいと考えている。ところが、このまま統廃合を進めていくならば、

公立幼稚園の応募者自体はゼロとなり「残したくても残せない」事に、この運動

によって気付かせることができたのではないか。そういう意味において、一歩前



進と考えている。 

9 月議会の報告の段でも公立保育園の話が出てくるが、多様性を保証する担保

として、公立の役割が重要になってきていると感じる。 

 

勇気フッ素化合物・PFAS についての質問 

① 市長として、国や都に対して実態調査や情報提供を求める事、 

② 市長として、政府が実態解明への協力を米軍に呼び掛けるよう働きかける事、 

③ 今後の状況によっては、血中濃度の検査を希望する市民に対して、市独自に

補助を行う事、 

という要求に対して、①と②は、「三多摩市長会として取り組んでいる」、③につ

いては、「今現在、毒性学的に明確な指標は示されていないので、考えていない」

という回答があった。 

こうした新聞が報じる問題意識に関しては、他の議員の報告に譲る事にして、

日野市民の命に直結する地下水をどう守るのかについて掘り下げる事とした。 

日野市内には、現在、浄水場が４か所あって、多摩平に９本、大坂上に５本、

三沢４本、南平１本の井戸がある。そのうち、南平はとっくに取水停止、大坂上

浄水場については、都の検査で、PFAS の暫定目標値である５０ナノグラムを少

し超えていて、都は PFAS の影響だとは認めていないが、ここで、大坂上の５本

を取水停止にした。 

この大坂上浄水場の水は、栄町、新町、本町方面に届けられているため、その

方面にお住まい方の血中濃度の数値が高ければ、地下水の影響だと考えられる。 

市は、「災害時の飲料水の確保はできている」と言っているが、「水道管が破裂

して断水した場合に備えて、昭島市や羽村市の様に、直営水道に戻せ」と要求。 

羽村市は、八王子方面から北に向かう地下水脈、昭島市は、埼玉から南下する

地下水脈を利用しているが、PFAS 汚染は低い。日野市も、市独自に日野市直下

の地下水脈について調査し、把握するべき。 

都が管轄する日野市水道事務所に質問したところ、「都下には 500 本もの井戸

があるのに、日野がどうなっているかなんて、すぐにはわからない。」と回答が

あった。 

都は、「今現在、川の水に地下水をブレンドする割合を１８％から１０％に落

としたので、なんの問題も無い」と言い続けるので、「地下水が汚染されている

事を問題にしているのだが、それに対応している部署は無いのか？」と聞いたと



ころ、「飲み水として問題が無い以上、調べる必要性が無い。」という無責任な回

答があった。市議会においては、「直営水道に戻す事こそ、民営化も防げるし、

市民の命の水を守ることになる」と訴えた。 

職員の談合関与疑惑問題   

詳細説明が無いとわかりづらいため、時間の関係で発言は省略 

 

6 月議会 

保護猫団体への支援を求める質問 

飼い主のいない猫については、捕獲、避妊去勢、元の場所にリリースという

TNR サイクルを回していく事が、地域から野良猫を無くし、殺処分をゼロにす

るための活動の王道とされる。 

しかし、都内においては、リリースしても生き残れる環境が整備されていない

ため、捕獲し、避妊去勢した後に、譲渡会を開いて、新しい飼い主を見つける事

が、メインの活動になっている。 

譲渡するためには、ワクチン代や避妊去勢費用がかかるし、ケガや病気をして

いる子の場合に、治療費も発生するが、これまで、ボランティア団体が自腹で負

担してきた。 

東京都が、令和 4 年に創設した「保護猫団体への支援として、1 自治体当たり

1000 万円の補助金」に、日野市が応募した事に伴い、市内のボランティア団体

は、保護猫 1 匹につき 5 万円以内で、医療費を受け取れるようになった。 

しかし、補助金の使い道について、ボランティア団体との間で、事前に協議を

しないままスタートした事により、今現在、ボランティア団体との間で、揉めに

揉めている 

市内ボランティア 3 団体 3 個人と面接し、「餌代や消耗品費の支給と高額医療

の子についての医療費上乗せ補助」が、ボランティア団体の総意だと把握できた

ため、水面下で交渉し、議会でも取り上げた結果、5 万円の上乗せと、餌代、消

耗品費の支給を認めさせた。 

 

① 「スポーツ推進計画の在り方」と②「アーバンスポーツの発展に向けた支援」

を問う質問 

① 「スポーツ推進計画」 

東京五輪の招致決定以降から、「昭和五輪の遺産を受け継ぐ事によって、日本



社会は発展してきた」として、「孫子に残せる新しい遺産を、令和五輪によって

築き上げよう！」という掛け声の下に、レガシー、遺産と言う言葉が強調される

ようになった。 

そして、五輪で最大限の利益を上げるためにはどうすれば良いのか？という

角度から、政府主導で、スポーツの解体再編が行われた結果、スポーツの概念が

「運動」から「競技」へ、そして、「生涯教育」から「ビジネスのツール」へと、

がらりと変わった。 

日野市においても、スポーツが教育委員会から切り離されて産業課に編入さ

れ、「産業スポーツ課」となり、全く別物になってしまっている。 

日野市のこの計画は、 

① スポーツ全般を総鼻的に羅列しただけで、実効性が担保されていない。 

② 障がい者スポーツに関しては、最新流行の障がい者向けの協議スポーツ

の紹介にとどまり、障がい者が運動に親しむために行政はどう支援する

べきか？について掘り下げていない。 

③ 何でもかんでもコンサルタントに外部委託し、頼ってしまう事が、こん

な薄っぺらい計画ができ上る理由である。 

この 3 点を、指摘し、改善を求めた。 

環境整備が全くできていない「アーバンスポーツ」への支援 

3 月議会が終了した夜 9 時に、市役所を出ると、若者がスケートボードをして

いたので、話しかけてみたところ、「スケボーの練習は騒音が発生し、近隣から

苦情が来るので、夜、こっそり練習するしか無い」との事。 

日野市に練習場を作らせるためには、根拠が要なので、先ず、市役所前のこの

広場だけで良いので、何人の利用があるのか、ニーズ調査に協力してくれるよう

依頼して OK が貰えた。 

彼らは、この場所を利用している年代別の人数と、どんな施設や利用方法であ

れば OK か？について、一か月間、平日の夜と土日に出かけては、50 人を超え

る方からアンケートを取ってくれた。 

実は、20 年前に日野市スケボー協会が設立された当初から、公明党市議が世話

役になっている事を知っていたので、スケボーの練習場が無くて、市役所付近に

やって来る事を知っていたけれど、手出しする事は無かった。 

しかし、3 月議会の直前に防災課から全議員に、「浅川清流組合の川下に防災

倉庫とヘリポートを作ることを黒土交通省が決定した」という情報提供があっ



たので、「住宅に接していないこの場所は、スケボー練習場に最適である」と閃

いたので、3 月からずっと、平常時の使用を可能とするよう、水面下で交渉して

いた。議会では、候補地の一つとして、黒土交通省との間で協議をするという回

答を得た。 

「スケートボード練習場」は、最大の迷惑施設なので、最も実現困難な行政課

題だが、子どもたちにとって、最も求められている施設である。これを実現でき

るのは私しかいないと思うので、その実現と環境整備を、ライフワークと考えて

いる。 

 

9 月議会  

「医療的ケア児の受け入れ態勢」について整備せよ！ 

医療的ケアの必要な子どもさんが保育園に入園するために必要な支援を、自

治体に義務付ける「医療的ケア児支援法」が、令和３年に制定された。（医療的

ケアとは、導尿、経管栄養、喀痰吸引、インシュリン注射、酸素療法、人工呼吸

器等々のケアを指す。） 

人工呼吸器のモニターを装着しているゼロ歳児の保護者から、「来年から保育

園に預けて働きたいが、困っている事が二つある」という相談が入った。 

〇その二つの困り事とは、 

① 利用調整の点数が満点 20 点を獲得しているが、夫婦ともにフルタイムが

当たり前の時代なので、現状においては、加点が無い限り入れる保証が無

い。 

②「点数で合格したとしても、看護師が確保できない限り待機して頂く」と

言われた。 

〇他市は、どうなっているのだろう？ 三多摩 26 市の調査をした。 

  ガイドライン「あり」→19 市 「なし」→日野市含め 7 市のみ。 

  医療的ケア児に対する加点あり→6 市 特別枠による優先入所→10 市  

日野市は「配慮の無い 10 市」に含まれる。 

三多摩各市を調査してみると、「医療的ケア児に関しては、公立保育園が責任

もって受け入れる」としている自治体が、結構あった。三多摩においては、公立

保育園の最後の砦が日野市だと思っていたら、他市の方が頑張っている事がわ

かった。 

日野市では、平山保育園で、在園中に医療的ケア児となったお子さんを保育し 



ていて、スキルは既にあるにもかかわらず、かつ、市内の民間保育園にはケア

児を受け入れる体制がまだ無いと知りつつ、今回、相談があった親子を、民間

保育園へと誘導しようとした。無責任極まりない。 

「旭丘在住なので、希望する旭丘保育園に見学に行ったのだが、『自分たち

親子の受け入れを嫌がっている』という印象を受けた。ので、民間保育園を探

し回ってダメで、八王子や認証保育園にもアタックしている。」との事。 

病弱な赤ちゃんを抱えたお母さんが、こんな苦労をしなくてもいいように、

「一刻も早くガイドラインを作り、きちんと加点を設けて、受け入れ態勢を整

備せよ」と要求。 

「ガイドラインや加点に関しては、令和 7 年度の募集から間に合うように

する。受け入れ態勢については、受け入れが決定すれば、当然、その子その子

の状況に応じて行なわせて頂く。」という回答を得た。 

しかし、1０月に募集し、11 月に入所が決定してから受け入れ態勢を整備し

ても「看護師が確保できませんので自宅で待機願います。」となる危険性があ

るため、医療的ケア児に関しては他市に見習い、7 月の時点で広報にて知らせ、

8 月から相談を受け付けるよう求めた。 

公立園をゼロにしてしまった昭島市は、「民間園しかないため、民間保育園

の園長を集めて、2 年かけて勉強会をして、今年から受け入れを開始できた。」

と言っている。民間保育園に対して、国は、看護師１人につき 30 万円の補助

金を出すため、日野市は、医療的ケア児を民間に委ねる方針にもかかわらず、

民間保育園に対しても責任を持っていない事がよくわかった。 

 


